
　子どもは社会の希望であり、未来をつくる力です。安心して子どもを産み育てることができる社会の
実現は、社会全体で取り組まなければならない最も重要な課題の一つです。
　登米市においては、「子ども・子育て支援法」に基づき、平成27年３月に「登米市子ども・子育て
支援事業計画」、令和２年３月に「第二期登米市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第二期計画」
という。）を策定し、教育・保育について必要な量を定め、地域の実情に応じた子ども・子育て支援事
業が総合的かつ効率的に提供されるよう推進してきました。
　今回、第二期計画が令和６年度（2024）をもって計画期間が終了することから、引き続き、全ての
子どもが健やかに成長することができる社会の実現に向けた取組を計画的に推進するため、これまでの
基本理念を継承し、令和７年度から令和11年度までの５か年を計画期間とした「第三期登米市子ど
も・子育て支援事業計画」を策定しました。

登 米 市

令和７年度～令和11年度令和７年度～令和11年度

第三期登米市
子ども・子育て支援事業計画
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概 要 版事業量の見込み事業量の見込み
※量の見込みと確保方策を示しています。量の見込みと確保方策が異なる場合は（　）で方策を示しています。
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〔保育機能〕

0歳〔保育機能〕 

１歳〔保育機能〕

２歳〔保育機能〕 

１号〔保育の必要性なし〕

１号〔保育の必要性あり〕
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「１号認定」…満３歳以上で保育の必要のない児童
「１号認定（保育の必要性あり）」…満３歳以上で幼稚園希望かつ保育の必要な児童
「２号認定」…満３歳以上で保育の必要な児童　　「３号認定」…満３歳未満で保育の必要な児童
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（１）保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育、家庭的保育、多様な事業者の参入促進・能
力活用事業

（２）保育体制強化事業、保育補助者雇上強化事業、保育士等のキャリアアップのための人材交流等支援
（３）教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

（１）適正な施設整備
（２）教育・保育環境の質の向上
（３）安全対策の推進

（１）多様な保育サービスの充実
（２）親子が安心して集える居場所づくり
（３）心と体の健康を支える育児支援

（１）相談・支援体制の充実
（２）児童虐待の早期発見・予防対策
（３）子どもの個性に合わせた育ちの支援

（１）子どもの成長を見守る地域づくり
（２）子どもの意見表明や社会参加の促進

（１）雇用の場の確保と子育てにやさしい
職場環境づくり

（２）仕事と子育ての両立に向けた取組
（３）柔軟な働き方の推進

（１）企業誘致による雇用の場の確保
（２）ワーク・ライフ・バランスの推進
（３）企業への働き方改革の推進と意識啓発

（１）学校・地域教育力向上対策事業
（２）子どもの意見表明や社会参加の促進

　計画の進捗状況については、子どもの保護者や子育て支援に関する事業者、学識経験者などで構
成する 「登米市子ども・子育て会議」 において、毎年度、点検、評価を実施し、その結果をホー
ムページ等で公表します。
　また、計画に定める量の見込みが大きく変動する場合には、中間年度（令和９年度）を目安とし
て必要に応じて計画の見直しを行います。

※ 現状及びニーズ調査の結果、登米市の課題として次の５項目を洗い出しました。
①教育・保育環境の整備　　②多様なニーズへの対応　　③支援を必要とする子ども・家庭への支援
④仕事と生活の調和に向けた取り組み　　⑤子どもが安心して健やかに成長することができる地域社会の実現
この課題解決に向けた取組は次の通りです。

　基本理念の実現に向け、第三期計画では「子どもの安全・安心」「切れ目のない支援」「地域社会で子育てを
応援していく環境づくり」の三つの視点から、様々な施策の展開を図ってまいります。

（１）延長保育事業、一時預かり事業、教育・保育の一体的な提供及び推進に関する事業、幼児教育・保育の無償化
（２）地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）、子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セ

ンター事業）、児童館、放課後児童健全育成事業
（３）乳児家庭全戸訪問事業、わくわくマタニティサロン、こんにちは赤ちゃんサロン、子育て支援講座、出産・子

育て応援金、子育てガイド「スマイル☆とめっこ」、母子健康手帳の交付、妊産婦健康診査、産後ケア事業、
各種予防接種、保健師・保育士等の参加による母子保健研修会の開催、乳幼児健診における発育発達の確認、
出産育児一時金、子ども医療費助成、けやき教室、子どものケアハウス事業、給食巡回指導、ブックスタート
事業、ファーストウッド推進事業

（１）利用者支援事業、個別相談の拡充、相談機会の周知、広報等の充実・周知の徹底、臨床心理士による相談の実
施、アレルギー疾患への対応、疾病や障がいの早期発見、実費徴収に係る補足給付を行う事業、母子・父子家
庭医療費助成、児童扶養手当、スクールカウンセラー等による相談対応、民生委員・児童員の活動を通じたひ
とり親家庭の状況把握、自立支援教育訓練給付金の支給、高等職業訓練促進給付金の支給

（２）要保護児童対策地域協議会を中心とした虐待防止ネットワークの強化、保健・医療・福祉・学校との情報共有
と連携強化、医療施設との情報共有、新生児訪問や乳幼児健診での個別相談及び指導の実施、家庭児童相談
室、こども家庭センター、母子家庭支援施設や助産施設の入所者支援、子育て世帯訪問支援事業、養育支援訪
問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業、オンライン子育て相談、妊娠期からの伴走型相談支援

（３）放課後等デイサービス、障がい児療育事業、障がい者医療費助成、障がい児福祉手当、障がい児相談支援事
業、重度障がい児短期入所、未熟児養育医療、特別児童扶養手当、児童発達支援センター事業

【 具体的な事業等 】【 施策の方向 】【 基本方針 】【 基本理念 】

《 計画の進捗状況の点検及び評価 》
　計画には、教育・保育の提供区域を定め、「量の見込み（需要）」に対する「確保方策を記載す
る必要があります。
　登米市では、利用を希望する教育・保育施設等が保護者の居住エリアや勤務地の異動、交通事
情、保護者の希望等により変化するものであることから、市全域を一つの教育・保育提供区域とし
て設定しました。

《 教育・保育提供区域の設定 》

計画の基本的な考え方計画の基本的な考え方 施策の体系図
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